
 

 

調達要求番号：５ＳＢ０１Ｃ５００１２ 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書  
物品番号  仕 様 書 番 号 

ＷＥＢ試験用タブレット借上げ 

福岡地本－Ｚ２５２５０８ 

作   成 令和７年 ５月 ８日 

変   更 令和 年  月  日 

作成部課名 自衛隊福岡地方協力本部募集課 

作 成 者 １等陸曹 松尾 康裕 

1 総 則 

1.1 適用範囲 

本仕様書は、自衛隊福岡地方協力本部が実施する自衛官採用ＷＥＢ試験において使用するタブレッ 

ト端末の借上げについて規定する。 

 

2 役務に関する要求(規格等) 

2.1 データ通信端末規格（SIMカードなし） 

「iＰad 第６世代 Cellular３２ＧＢモデル カメラ機能搭載」なお、この仕様に記載した製品は、

製品を選定する際の参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。 

2.2  品名、総台数、単位、期間、搬入場所 

品名、予定数量、単位、期間、搬入場所は、表１による。 

表１ 

品 名 
予定 

数量 
単 位 期 間 搬入場所（台数内訳） 

タブレット 

（SIM なし） 

４５０ 台 

令和 7年 9月 8日（月） 

～ 

令和 7年 9月 25 日（木） 

北九州地区隊本部（１５０台） 

福岡地区隊本部 （２００台） 

筑後地区隊本部 （１００台） 

７０ 台 

令和 7年 11 月 25 日（火） 

～ 

令和 7年 12 月 5 日（金） 

北九州地区隊本部 （３０台） 

福岡地区隊本部  （２０台） 

筑後地区隊本部  （２０台） 

2.3 数 量 

タブレット端末（充電器含む） 

表１の総台数でタブレット端末の不足が発生した場合は、官側と契約相手方との調整により、契約

相手方は速やかに追加のタブレット端末一式を発送するものとする。 

2.4 機能・性能 

Ｗi-Ｆi環境を利用し、自衛隊福岡地方協力本部ＨＰ上『自衛官の採用試験 ＷＥＢ試験』から受験 

者本人の「Ｗeb ＩＤ」と「パスワード」でログインすることで本試験が実施できること。また、タブ 

レット本体にＭicrosoft Ｏfficeのソフトウェアが入ってないこと。 
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2.5  態勢（ＯＳ・充電） 

 請負業者においてタブレット端末は、発送前にその都度、最新のＯＳにアップデートしてあり、セ

キュリティ対策に対応可能なものとする。また、端末の充電は、全台数が配送日に充電完了（９０％以

上）しているものとする。 

2.6 費 用 

  搬出入時に関わる送料及び手数料等、本仕様書に規定する一切の諸経費を含めるものとする。 

 

3 搬入場所（福岡地方協力本部が指定する県内３ヶ所） 

自衛隊福岡地方協力本部 北九州地区隊本部（北九州市小倉南区北方５丁目１－１） 

自衛隊福岡地方協力本部 福岡地区隊本部（春日市大和町５丁目１２）       

自衛隊福岡地方協力本部 筑後地区隊本部（久留米市国分町１００）        

 

4 事前確認 

 請負業者は、２項１号で示されている物品について、自社のモバイルネットワークサービスによ 

る使用が可能かを事前に検証すること。 

 

5 サプライチェーン・リスクへの対応 

  本役務の実施にあたり、契約の相手方（下請負業者、再委託先等を含む。）は、タブレット端末本 

体の借用について、情報の漏えい若しくは破壊又は機能の不正な停止、暴走その他の障害等のリスク 

（未発見の意図せざる脆弱性を除く。以下「障害等リスク」という。）が潜在すると知り、又は知り 

得べきソースコード、プログラム、電子部品、機器等（以下「ソースコード等」という。）の埋込み 

又は組込みその他官側の意図せざる変更を行わず、かつ、そのために必要な相応の管理を行うこと。 

 

6 借入期間における支援 

  借入期間におけるタブレット機器に関する質疑に対し、速やかに応答すること。また、機器等の不 

具合発生時には必要な物品や代替機等を提供すること。なお、本件に対する随時対応が可能な窓口を 

掲示すること。 

 

7 無償保証期間 

タブレットの無償保証期間は、契約期間とし、当該保証期間中に生じた故障等については、官側の 

故意又は過失による場合を除き、無償にて修理するものとする。 

 

8  品質保証 

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

9 その他の遵守事項  

9.1  情報漏洩及び個人情報 

契約の履行中に知り得たWEB試験問題の漏洩及び個人情報については、第三者に漏洩しないこと。ま 

た、他の目的に転用してはならない。 
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9.2 仕様書に関する疑義 

仕様書の内容について疑義を生じた場合は、すべて契約担当官等に申し出てその指示を受けるもの 

とする。 

 

10 その他、定めのない事項 

この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合には、官側と請負業者とが協議 

のうえ、定めるものとする。 
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